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調達要求番号：3KLA1A77209 

陸上自衛隊教育訓練研究本部仕様書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

「ＳＴＡＮＡＧ等装備品の相互運用性

向上」に係る調査 

教訓研本研-Ｚ２３００２２ 

承    認 令和 ５年  月  日 

作 成 令和 ５年１２月 ４日 

変 更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 教育訓練研究本部研究部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊教育訓練研究本部で実施する「ＳＴＡＮＡＧ等装備品の相互運用性向上」

に係る調査（以下，“本役務”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義  

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 1.2による。 

1.2.1 ＮＡＴＯ(North Atlantic Treaty Organization)  

 北大西洋条約機構をいう。 

1.2.2 ＳＴＡＮＡＧ(Standardization Agreement) 

ＮＡＴＯ加盟国の間で軍事技術及び弾薬，装備，兵站などを共通化するための標準規格であり、こ

れらを加盟国間で適用するための合意を規定する標準化文書をいう。 

1.2.3 ＮＤＳ(National Defense Standard) 

 国定規格(日本産業規格)が定められていない場合において、装備品等の標準化のため必要があると

きに防衛大臣が制定する技術的な標準をいい、日本産業規格の規定に準じ、装備品等がその目的を果

たすために備えなければならない要求事項、試験方法について防衛省が定めた規格をいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書等 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応 

共通仕様書 

b) 法令等 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達） 

［防装庁（事）第３号（３１．１．９）］ 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項につい 

て（通知）［装プ武第１８８号（３１．１．９）］ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）［陸幕装計第３４号

（令和元年５月２９日）］ 

1.3.2 関連文書 
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ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対

応について（通知）［装管庁第８０７号（３．１．２１）］ 

 

2 本役務に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

一般的要求事項は，次による。 

a) 契約の相手方は，2.2項に示す調査を行うものとする。 

b) 契約の相手方は，調査の成果を文章化し，３冊印刷するとともに，成果データを記録したＣＤ１

枚を作成し，教育訓練研究本部研究部第１研究室（以下，「第１研究室」という。）の確認を受けた

後,官側に提出するほか，プレゼンテーションにより，官側に報告する。また,プレゼンテーション

に用いた資料を１冊印刷するとともに，データを記録したＣＤ１枚を作成し，第１研究室の確認を

受けた後,官側に提出するものとする。 

c) 本役務に使用されるＣＤ－Ｒは，“情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク

対応のための措置について（通達）”及び“情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・

リスク対応のための措置の細部事項について（通知）”に基づき，本役務に使用されるＣＤ－Ｒの

サプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み，情報の窃取，不正機能の組込み等が行われる

リスクの対策等を行うものとする。 

d) ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の

2 による。 

e) 契約の相手方は，研究の実施にあたり，中間報告及び最終報告を実施するとともに，適宜，調査

実施状況を官側に報告するものとする。 

f) 細部は，官側との調整による。 

2.2 資格等 

a) 業務に従事する個人（以下，「業務従事者」という。）のなかに，ＳＴＡＮＡＧ等の調査に関し，

英語もしくは仏語により読解・情報収集する能力を保持する者がいること。 

B） 前記 a)の業務従事者が，前記 a)に掲げるほか，履行に必要若しくは有用な，又は背景となる経

歴，知見，資格，語学（母国語及び外国語能力）等を有すること。 

2.3 調査 

2.3.1 調査の目的 

ＮＡＴＯ加盟国等との装備品等の相互運用性の向上を図ることを目的として、ＳＴＡＮＡＧ等の国

際的な標準規格への対応に係る我が国の防衛装備・技術に関する諸政策に資する提言事項を明らか

にする。 

2.3.2 調査分析項目 

 調査分析項目は、次による。 

a) 主要な陸上防衛装備に関するＳＴＡＮＡＧにおける開示情報とＮＤＳとの差分に係る調査 

 なお、主要な陸上防衛装備とは、戦車、装甲車、武器車両、火砲、誘導弾及び無人装備のことをい

うものとする。 

b） a)の分析を踏まえ、我が国がＮＡＴＯ加盟国に対する装備移転を促進するための提言の一案を案

出（移転の適する装備、補給品等の検討、ＮＡＴＯカタログ制度活用推進に係る事項等） 

 



- 3 - 

2.3.3 調査分析の方法 

a) 調査分析の方法は、表１による。 

  なお、これらの方法によって調査分析を行う場合に、契約履行期間における防衛省に所属する自

衛隊員に対して直接または間接を問わず調査分析依頼を行ってはならない。 

表 1－調査分析の方法 

番号 方 法 注 記 

１ 
インターネット，公刊情報などの活用 活用にあたっては，出典などの根拠を明確 

にするものとする。 

２ 
企業等からの聞き取り 聞き取った情報については、聞き取った企業

を明確にするものとする。 

３ 
その他，契約の相手方が独自に有する 

調査分析方法 

調査分析方法については，官側に概要を説 

明するものとする。 

b) 細部は，官側との調整による。 

2.4 本役務の実施体制 

契約の相手方は，本役務の実施に当たり次の体制を確保し，これを変更する場合には，事前に官側

と協議するものとする。 

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務従事者を確保すること。 

b) 前記 a) の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる

勢にあること。 

2.5 提出書類等 

提出書類等は，表 2 によるものとし，官側の対応窓口である第１研究室の確認を受けた後，提出す

るものとする。なお，電子記憶媒体の記憶方式については，第１研究室との調整による。また，契約

の相手方は，当該電子記憶媒体について,提出前にコンピュータ・ウイルスチェックを実施するものと

する。 

表 2－提出書類等 

番号 提出書類等 提出形態 数量 提出時期 提出先 

１ 実施計画書（作業工程表） Ａ４ １式 契約締結後，速

やかに 

第１ 

研究室 ２ 作業員名簿 Ａ４ １式 

３ 調査成果報告書（紙媒体） Ａ４ ３冊 令和６年 

３月２９日 ４ 調査成果報告書（電子データ） ＣＤ－Ｒ １枚 

５ プレゼンテーション資料（紙媒体） Ａ４ １冊 

６ プレゼンテーション資料（電子データ） ＣＤ－Ｒ １枚 

 

3 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。 

 

4 その他の指示 

4.1 秘密保全 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり，直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期す

るとともに，別途利用，その他への公表等は官側の許可なく行ってはならない。また，本契約終了後

も同様とする。 
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4.2 情報保全 

契約の相手方は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約

相手方が収集，整理，作成等した情報であって，官側が保護を要さないと確認していない一切の情報

をいう。）その他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たっては， 

１.3.１ b）陸幕装計第３４号（令和元年５月２９日）「装備品等及び役務の調達における情報セキュ

リティの確保について（通達）」別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保にお

ける特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情報に該

当しない非公知の情報にあっては，これらに準じて），適切に管理するものとする。この際，特に，保

護すべき情報等の取扱いについては，次の履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅滞なく官

側に通知するものとする。 

a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集，整理，作成等した一切の情報が，官側が保護を要

さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保証する履行体制 

b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保証する履行体制 

c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き，契約相手方に係る親会社，地域統括会社，ブラン

ド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約相手方に対して指導，監督業

務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされない

ことを保証する履行体制 

4.3 知的財産権に関する注意 

知的財産権に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.1 による。 

4.4 官側の支援 

契約の相手方は，本役務の履行に当たり，官側が認める場合，次の事項について所要の支援を受け

ることができる。 

a) 官側の保有するデータ，資料等の閲覧に関する事項 

b) その他契約履行に必要な事項 

4.5 仕様書に関する疑義 

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。 


